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はじめに

高齢者自立支援班は、研究の初年度にあたる2007年

度、まずは震災、避難生活、仮設住宅における生活の

ストレスによる身体的・精神的な健康問題を把握する

ために、保健医療専門職に対しインタビューを行い、

その結果、山古志地区の高齢者の健康問題の特徴とし

て、1）体力水準が高い、2）自立意識が高い、3）高

血圧、糖尿病などの内科疾患、4）筋骨格系の疾患、5）

肥満、6）運動不足、という結果を得ることができた。１）

翌年度同班は、在宅高齢者を対象に健康関連QOL

を調査するとともに、老人クラブに所属する高齢者を

対象に身体的生活機能の測定を行った。この全世帯を

対象に実施した健康関係QOLの調査の結果、全国平

均値と比較しやや低位を示す傾向にあったが、精神的

および身体的サマリースコアに集約した結果は身体的

側面よりも精神的側面で良好な結果を示す住民が多

く、山古志地区のソーシャルサポートネットワークが

精神的な健康状態に良い影響を及ぼしていることが示

唆された。２）つまり、山古志地区では、以前より地域

住民間のネットワークが強いことが指摘されており、

このような地域の特性に応じ住民同士が連携し健康づ

くりをすすめる方法が有効であると推察できる。

つづいて昨年度（2009年度）同班は、山古志地区の

高齢者の健康状態に即応する有効な運動プログラムを

作成しかつ提示するために、まず、保健師、復興支援

職員、社会福祉協議会関係者の計５名に対し、以下の

ような内容のインタビューを行い、それぞれ次のよう

な回答を得ることができた。３）

①山に戻ってからの高齢者の日常生活は、

　 「震災前と同じような落ち着いた生活を送れるよ

うになってきている。畑仕事やお茶飲みなどの震

災以前の生活様式と交流が回復しだしている。」

②高齢者の運動習慣は、

　 「震災後に仮設住宅近辺でウォーキングを始めた

グループは継続して実施している。」

　 「震災前から多くの地区でゲートボールが盛んで

あったが、現在は震災前と変わらないか、もしく

は以前よりまして盛んであり、各地区ほとんど毎

日実施している。」

　 「自立している高齢者は畑仕事や運動を積極的に

行っているが、何らかの健康問題を抱えて自立機

能に問題のある高齢者はいろいろな面で消極的に

なっている。」

　 「身体活動を活発にできない高齢者もお茶飲みに

は参加しており、そこでレクリェーションを高齢

者同士行っている。」

③高齢者の身体問題に対する声は、

　 「運動器系（膝痛、腰痛）の問題を訴える高齢者

が多い。ゲートボールは楽しいが、痛いところが

あると訴える高齢者の声を聞く。」

④健康問題に対しての対策（運動を中心に）は、

　 「仮設住宅での生活時には畑仕事などに費やす時

間が短いため健康運動プログラムの実施に対し参

加者も集まったが、山に戻り畑仕事などに時間を

費やせるようになると運動に参加する人数が減少
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した。」

　 「健康運動プログラムの実施に際し参加者が少人

数であり、特定の人のみの参加となっている。」

⑤健康問題が生じたときの対応（筋骨格系）は、

　 「慢性疾患（膝痛、腰痛）などに対し治療を受け

る施設（民間療法、物理療法、マッサージ、鍼な

どを受ける所）が、山古志地区内にはない。

以上のようなこれまでの調査結果に基づき、山古志

地区の高齢者の状況を以下のように集約することがで

きよう。

１）震災前の生活様式や交流が回復しだしている。

２）自立意識が高く、住民間のネットワークが強い。

３） 適切な運動実施により回復が望める高血圧、糖

尿病、肥満の疾患者が多い。

４） 膝痛、腰痛等の筋骨格系の疾患を訴えるものが

多い。

５） ウォーキングを継続しているグループがあり、

またゲートボールは震災前より盛んである。

６） 健康問題を抱えている高齢者はいろいろな面で

消極的になっているが、お茶飲みやレクリェー

ションに参加しているものもいる。

７） 貯筋体操等の健康プログラムへの参加者は、特

定の人に限られている。

つまり、上記のような状況を踏まえると、震災前の

生活環境を取り戻しつつある山古志地区にあっては、

他の自治体と同じように、山古志地区「独自」の高齢

者を含めたスポーツ・運動振興政策を策定し、さらに

は多種目・多世代・多目的を旨とする地域社会に根ざ

した総合型の地域スポーツクラブを地域住民の手によ

り立ち上げ地域の活性化を図るのも、現状を改善する

一つの方法ではないかと考えられる。

そこで本報告では、総合型地域スポーツクラブが初

めて公式に提示された文部省（文部科学省）の「スポー

ツ振興基本計画」（平成12年策定）と、山古志地区と

同様の大地震被災地である神戸市が策定した「神戸ア

スリートタウン構想」と、山梨県の中山間地に位置す

る白州町に設立された高齢者を中心とした総合型地域

スポーツクラブである「ホワイトウォーターランド白

州」に着目し、それぞれの要旨や概要を紹介すること

にする。このような事例紹介が、山古志地区における

総合型地域スポーツクラブ設立に向けての一助になる

ことを期待したい。

Ⅰ．�「スポーツ振興基本計画」における総
合型地域スポーツクラブ設置の提案

1961年（昭和36）に制定された「スポーツ振興法」

の第4条に、「文部科学大臣（文部大臣）は、スポーツ

の振興に関する基本計画をさだめるものとする」と規

定されている。この4条に基づき、文部省は、スポー

ツ振興法制定から39年後の2000年（平成12年）9月に、

ようやく「スポーツ振興基本計画」を公にした。この

基本計画は、長期的・総合的な視点から国が目指す今

後のスポーツ振興の基本的方向を示すものであり、地

方公共団体にとっても、地方の実情に即したスポーツ

振興施策を主体的に進める上での参考指針となるもの

である。計画の期間としては、平成13年度から概ね10

年間を設定しており、またその進捗状況に応じ5年後

に計画全体の見直しを図る、としている。施策の推進

に必要な財源については、通常の予算措置以外には、

スポーツ振興基金（平成2年設立）とスポーツ振興投

票制度（トト、ｔｏｔｏ）の収益が当てられることに

なっている。４）

この基本計画は、今後のスポーツ行政の主要な課題

として以下の3点を挙げ、それぞれに具体的施策を提

示している。

（１）　 生涯スポーツ社会の実現に向けた、地域にお

けるスポーツ環境の整備充実方策

（２）　 我が国の国際競技力の総合的な向上方策

（３）　 生涯スポーツ及び競技スポーツと学校体育・

スポーツとの連携を推進するための方策

今後の生涯スポーツの振興にとって、特に（１）は、

必要不可欠な方策である。
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よって、基本計画の（１）に示された具体的施策を

簡潔にまとめ、以下に示すことにする。

政策目標として次の2点が挙げられた。

（１）　 国民の誰もが、それぞれの体力や年齢、技術、

興味・目的に応じて、いつでも、どこでも、

いつまでもスポーツに親しむことができる生

涯スポーツ社会を実現する。

（２）　 その目標として、できるかぎり早期に、成人

の週1回以上のスポーツ実施率が2人に1人（50

パーセント）となることを目指す。

この政策目標を達成するために必要不可欠な施策と

して、「総合型地域スポーツクラブ」の全面展開を、

提唱している。そして、2010年（平成22年）までに、

全国の各市区町村において少なくとも１つは総合型地

域スポーツクラブを育成することと、同年までに、各

都道府県において少なくとも1つは広域スポーツセン

ターを育成することを、到達目標として掲げている。

つづいて、本基本計画では、総合型地域スポーツク

ラブの必要性が説明されている。５）

現在、公共スポーツ施設を拠点とした地域スポーツ

クラブや従業員の福利厚生を目的とした職場のスポー

ツクラブ、民間の商業スポーツクラブも存在するが、

公共スポーツ施設を拠点とするスポーツクラブの9割

が単一種目型であることに代表されるように、これら

のスポーツクラブは性別、年齢、種目が限定的であっ

たりするため、誰もが、いつでも、どこでも、いつま

でも各自の興味・目的に応じスポーツに親しめるよう

になっているとは言い難い状況である。こうした状況

を改善し、国民の誰もが生涯にわたりスポーツに親し

むことができる生涯スポーツ社会を実現するために

は、多世代、多様な技術・技能レベルに属し、多様な

興味・関心を有する者が参加できる地域スポーツクラ

ブの育成が必要である。

さらに、総合型地域スポーツクラブの特徴を、以下

のように挙げている。

１） 複数の種目が用意されている。

２） 子どもから高齢者まで、初心者かトップレベル

の競技者まで、地域の誰もが年齢、興味・関心、

技術・技能レベルなどに応じて、いつまでも活

動できる。

３） 活動の拠点となるスポーツ施設及びクラブハウ

スがあり、定期的・継続的なスポーツ活動を行

うことができる。

４） 質の高い指導者の下に、個々のスポーツニーズ

に応じたスポーツ指導が行われる。

５） 以上のようなことについて、地域住民が主体的

に運営する。

つまり、総合型地域スポーツクラブの「総合」とは、

多種目、多世代、多目的、多技術・技能などを総合す

るという意味であろう。このような総合スポーツクラ

ブを、地域住民が主体となり運営するところに大きな

特色がある。クラブに所属する者は会員であり、会員

たちの会費によって基本的にクラブは運営される。活

動の拠点として考えられているのは、まずは公共ス

ポーツ施設と学校体育施設であり、さらには民間ス

ポーツ施設の活用も想定されている。

では、何を母体にしてこの総合型地域スポーツクラ

ブを創設するかという問題についても、若干触れられ

ている。たとえば、地域のスポーツクラブやスポーツ

少年団や民間のスポーツクラブを発展させたり、それ

らを有機的に連合させたりする方法や、青少年健全育

成活動やＰＴＡ活動を中核にし、総合型地域スポーツ

クラブを育成する方法が指摘されている。

総合型地域スポーツクラブを支援する機関として、

広域スポーツセンターの設置も謳われている。広域ス

ポーツセンターは、次の機能を備え、各広域市町村圏

単位に設けられることが必要である、とされている。

１） 総合型地域スポーツクラブの創設、育成に関す

る支援

２） 総合型地域スポーツクラブのクラブマネー

ジャー・指導者の育成に関する支援

３） 広域市町村圏におけるスポーツ情報の整備・提

供

４） 広域市町村圏におけるスポーツ交流大会の開催
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５） 広域市町村圏におけるトップレベルの競技者の

育成に関する支援

６） 地域のスポーツ活動に対するスポーツ医・科学

面からの支援

さらには、この基本計画では、総合型地域スポーツ

クラブのＮＰＯ法人格取得が、以下のように望まれて

いる。

「法人格を取得することで総合型地域スポーツクラ

ブにおいては、組織として権利義務の主体となること

が可能となる。また、事業内容や会計が透明化される

ことにより地域の行政関係者の信頼をえることから、

行政との連携の円滑化にも資すると考えられる。さら

に、事業内容や会計の透明化は、会費を納める地域住

民の一層の信頼を得ることにもつながり、クラブの継

続性にも寄与する。」

Ⅱ．�震災地神戸市の「神戸アスリートタ
ウン構想」

「神戸アスリートタウン構想」は正式には「神戸ア

スリートタウン（健康・スポーツ都市こうべ）構想基

本計画」と称し、平成11年3月、震災復興本部総括局

より公にされたものである。つまりこの「神戸アスリー

トタウン構想」は、大地震からの復興を目指す神戸に

あって、平成12年の文部省の「スポーツ振興基本計画」

以前に策定された神戸市「独自」のスポーツの振興計

画であったといえる。

この構想の策定に際し、まず考慮すべき観点とし

て、「本格復興に向けた取り組み」、「時代の潮流」、「神

戸の個性」の3点が挙げられている。それぞれの内容

は以下の通りである。６）

＜本格復興に向けた取り組み＞

　本格復興とより魅力・活力のあるまちづくり

　子どもたちの夢と未来にこたえるまちづくり

　 協働のまちづくりとすべての市民が共有できるまち

づくり

＜時代の潮流＞

　新しいスポーツ文化の創造

　積極的な健康づくりの推進

　多様なスポーツ環境の整備

　 健康・スポーツに関する科学的な知識や情報の集

積・普及

　地域コミュニティーづくり

　人材の発掘・集積と経済の活性

＜神戸の個性＞

　恵まれた自然環境

　豊かな生活文化

　スポーツ先進都市

　神戸ならではの都市基盤・産業基盤

本構想は、復興事業と並行して進められる新しい神

戸の都市戦略であり、神戸の持つ個性や特性を基本に

して、21世紀に対応した都市の方向性を示すとともに、

各種の施策、構想を先導するリーディングプロジェク

トを含んでいる。そして、この構想では、「アスリート」

という概念を、これまでの用法とは異なり、以下のよ

うに広義にとらえている。７）

「アスリートとは、からだ（身体）を動かし、心身

を健康に保ち、自分を表現し、積極的に楽しく生きよ

うと努力し、自己の可能性や能力、精神力を高めてい

こうとする人々すべてを意味するものである。アス

リートが暮らし集うまちが、すなわち「神戸アスリー

トタウン」である。」

つぎに、本構想の基本コンセプトとしては、以下の

2点が挙げられている。８）

①　健康・スポーツのまちづくり

神戸アスリートタウン（健康・スポーツ都市こうべ）

の構想は、いつでも、どこでも、だれでも、自分の好

むスタイル（価値観）で、自由にスポーツや健康づく

りができるまちづくりをめざす。

具体的には、子どもから高齢者、障害者、初心者か

らトップアスリート、すべての市民、さらには神戸を
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訪れる人が、リハビリや健康回復、健康増進に取り組

んだり、レクリェーションや遊び、あるいは専門的な

競技を行うなど、個々人のニーズにあった多種多様な

活動ができる「健康・スポーツのまちづくり」をめざ

すものである。

②　健康・スポーツの新しいライフスタイルの創造

神戸アスリートタウン構想は、人々の自由時間にお

ける活動の重要な部分を占めるスポーツと健康づくり

を通じて、市民が人生の豊かさや生活の充実感、地域

での一体感などを感じることができるような新しいラ

イフスタイルを創造することをめざすものである。

以上が本構想のコンセプトであり、とくに②の新し

いライフスタイルの創造を実現するための重要なキー

ワードとして、本構想は「Re コンディショニング」い

う概念を導入している。本構想では、「Re コンディショ

ニング」という用語を、次のように定義している。９）

「「身体（からだ）の調子を良い状態にする」あるい

は「低下した身体機能を元の状態に戻す」ことをRe

コンディショニングと呼び、これをキーワードに神戸

アスリートタウン構想のめざすまちづくりやライフス

タイルを実現していく。神戸アスリートタウンに住む

人、訪れる人は、トップアスリートや病気・ケガの人

だけではなく、健康づくりにおいては通院するまでに

は至らない身体の調子のすぐれない人々、スポーツ分

野においては自分に合った方法で安心して身体を動

かしたい人など、多様なニーズを持つ多くの市民がい

る。これらの人々に今求められている、必要な共通し

た機能として、Reコンディショニングを掲げる」

また、事業の展開にあたっては、本構想では、空間

的な横の「広がり」を意識した展開と、段階的な方策

の展開が示されている。10）

空間的な横の「広がり」を意識した事業展開では、「市

民が健康で潤いのある生活をおくり、魅力と活力のあ

る地域を形成するために、日常生活における健康づく

り・スポーツならびReコンディショニング活動を促

進する事業を全市的に展開する。」『暮らしのなかでの

展開』と、「広域から人が集まる拠点的な事業の推進

にあたっては、地域特性を考慮して４つの「ゾーン」（西

神・北神ゾーン、ウオーターフロントゾーン、市街地

ゾーン、六甲ゾーン）をもとに、市域全体のバランス

をふまえながらその地域にふさわしい事業の配置を行

う。」『地域特性を生かした展開』が構想されている。

次に、段階的な推進方策では、以下のような時間軸

に沿った展開が提案されている

○ プロモーション活動の先行（シンポジウム、国際

会議、イベント等の開催等）

○ リーディングプロジェクトの実施（構想全体を先

導するモデル事業等の実施）

○アスリートタウン構想の全市展開

＜暮らしのなかでの展開＞で構想された事業展開は以

下の通りである。11）

①「実践・交流機能」を実現する事業

○多様な健康・スポーツ活動環境の創出

　・公園整備及び既存公園の充実

　・既存スポーツ施設などの充実

　・学校開放による健康・スポーツの場づくり

　・ 民間施設との連携による健康・スポーツのネッ

トワークづくり

　・ 身近な環境の活用（公園・河川・運河・海浜・山・

道路など）

　・気軽に歩いたりジョギングできる場づくり

○健康・スポーツに参加できる機会の充実

　・だれもが参加できる健康・スポーツ教室の充実

　・ だれもが参加できる健康・スポーツイベントの

充実

○スポーツに関する団体や組織などの育成・活性化

　・ 地域に根ざしたスポーツクラブ・スポーツ活動

の育成・支援（地域に根ざした多種目、多世代

型総合型地域スポーツクラブの育成・展開）

　・ 神戸アスリートタウンクラブなどとの連携・支援

○市民とトップアスリートの交流機会や場の提供

②「人材育成・学習機能」を実現する事業
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○専門家や指導者の育成・研修の場や機会の提供

○健康・スポーツや身体に関する学習機会の提供

　・健康講座の充実と巡回セミナーの実施

　・ 子どもたちにあった健康づくりやスポーツの場

の提供

○ 健康・スポーツ、Reコンディショニングに関す

る相談体制、情報システムの拡充

　・健康・スポーツ相談の充実と巡回相談の実施

　・ Reコンディショニングを支援するシステムづ

くり

③「予防・治療・リハビリ機能」を実現する事業

○予防・治療・リハビリの場づくり

○保養・リラクゼーションの場づくり

○市民の健康増進活動を支える仕組みの提供

○ 新しい保険制度の開発（アスリート保険を事業者

との協力により検討）

④「情報集積・発信機能」を実現する事業

○わかりやすい健康・スポーツ情報、提供

　・健康・スポーツ関連の各種情報提供サービス

　・健康・スポーツ相談やセミナーなどの充実

○ 身体（機能）などの個人ニーズにあった健康情報

サービスの提供

⑤「産業活性化機能」を実現する事業

○既存産業の高度化・新規展開の促進　

　・ 健康・スポーツに関するマーケティング・セン

ターの整備促進

　・ ケア用品・リハビリ用品のカスタマイズ・スタ

ジオの整備促進

　・ 工房付住宅/共同受注工場の整備促進

　・ 健康・スポーツ、Reコンディショニングに関

する研究開発とネットワーク

○ 様々な産業のネットワーク化（民間スポーツクラ

ブやレストラン等との事業提携）

以上が、全市的に構想された事業の概要であるが、

①「実践・交流機能」を実現する事業において、上記

のように、総合型地域スポーツクラブ育成及び展開が

提案されており、また７つあるリーディングプロジェ

クト（プロジェクトやモデル事業）の中でも、「神戸

総合型地域スポーツクラブ」の育成が取り上げられて

いる。

文部省が、平成12年に「スポーツ振興基本計画」を

公表する前に、神戸ではこの構想において、「神戸型」

の総合型地域スポーツクラブの育成・展開が謳われて

おり、それは、文部省が、平成8年度より総合型地域

スポーツクラブのモデル事業を全国レベルで開始し、

神戸でもこのモデル事業が推進されたことと、日本

における総合型地域スポーツクラブの草分けとなった

「垂水区団地スポーツ協会」が存在していたことなど

がその要因であると考えられる。現在、神戸市には、

小学校区に必ず１つ総合型地域スポーツクラブが組織

され、この小学校の体育施設などを利用して計170の

クラブが活動を行っている。12）

このような神戸市における総合型地域スポーツクラ

ブを財政面で後押しているのが、兵庫県が平成12年度

から始めた総合型地域スポーツクラブの育成事業であ

る「スポーツクラブ21ひょうご」である。13）この事業

は、法人県民税の超過課税を財源とした文化・スポー

ツ・レクリエーションの推進事業で、1万人以上の従

業員をもつ県内の事業所から、0.8%の超過課税を徴収

し、このような事業にあてる目的税を財源にしてい

る。兵庫県では、小学校区に総合型地域スポーツクラ

ブが設立されるにあたり、当初の5年間、クラブハウ

ス整備費として800万円、クラブ運営費として年間100

万円、計1,300万円の補助金が支援されている。この

補助金は、「基金方式」をとっているため、次年度へ

の繰り越しが可能であり、また使途についても補助金

ほど制限がないという利点がある。このような目的税

の導入による総合型地域スポーツクラブの推進事業に

よって、兵庫県下の827のすべての小学校区に総合型

地域スポーツクラブが現在設立されている。14）
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Ⅲ　�山梨県中山間地白州町の総合型地域
スポーツクラブ「ウォーターランド白州」

１．設立に至る経緯

山梨県北杜市白州町に総合型地域スポーツクラブが

設立されたのは、平成16年10月30日のことである。そ

れ以前にもこの白州町では、白州町教育委員会の体育

指導委員を中心にして各種の社会体育関連の行事や

先進施設および地域への視察等が行われていた。すで

に平成6年には体育指導委員である飯田氏は、「地域の

子どもからお年寄りまで、何時でも何処でも気軽に

スポーツを楽しめる場を造り、指導者バンクを町内の

色々な指導者を調査して集め、指導してもらいよりよ

いスポーツ環境を整備し、地域の子供たちを立派な大

人へと育てていきたい」という考えを持っており、15）

それを具現化するために地域にスポーツクラブを設立

したい意向を表明していた。同町の体育指導委員は、

14の集落の公民館へと出向き、ペタンクなどのニュー

スポーツやリズム体操等の教室を開いたり、さらには

彼らの手作りによる9ホールのターゲットバードゴル

フ場をスポーツ公園の森の中に建設するなどの努力も

重ねていた。また、平成11年には全町民を対象とした

「生涯スポーツ意識調査」も実施され、このような調

査結果に基づいて、ビーチない白州の地に “サンドバ

レーボールコート” 建設の要望を行政に提出すること

や、高齢者向けの白州オリジナルスポーツ　“カモン

バレーボール”　の考案なども進められた。16）

このような生涯スポーツに関わる振興事業が精力的

に展開されるなか、平成12年2月には体育協会関係者

および体育指導委員による総合型地域スポーツクラブ

設立に向けて合同会議がもたれ、さらに平成14年3月

には白州町社会体育推進会議も組織された。そして、

平成14年と15年には、体育指導委員による愛知県の「西

春町総合型地域スポーツクラブ」と京都府の「ひよし

総合型地域スポーツクラブ」への視察も行われ、総合

型地域スポーツクラブ設置に向けての下準備も着々と

進められていった。17）

ついに平成16年4月には、山梨県体育協会を通じて、

同町が総合型地域スポーツクラブ育成支援指定クラブ

の委託を受け、本格的な設置に向けての作業に取り組

み、同年の10月30日に「ウォーターランド白州」が、

設立記念イベントである親子サンドバレーボール大会

が開催されるなかで、設立総会の議を経て創設され

た。この ｢ウォーターランド白州｣ は、山梨県内では

4つ目の総合型地域スポーツクラブであった。

２．クラブの理念と特色

本クラブの目的は、クラブ規約の第3条に次のよう

に定められている。18）

「本クラブは、地域住民（老若男女・障害の有無に

かかわらず）にふれあい交流の場として、心身ともに

健康になるような活動を提供し、健康増進・子どもの

健全育成および地域コミュニティーの活性化をはかる

とともに、個人の生きがいづくりに寄与することを目

的とする」

そして第4条において、この目的を達成するために

行う事業が以下のように示されている。19）

１． 会員および地域住民の健康・体力の維持増進を

目指す活動

２．会員相互の交流・親睦を図るための活動

３．地域住民のふれあい交流に資する活動

４． 地域の他機関・団体などが開催する行事等への

参加・協力

５．地域で活動するサークルの設置・支援

６．地域施設の整備・環境美化および事業の委託

７． その他、本クラブの目的達成のために必要な事

業

つまり、本クラブの理念を支えているキーワード

は、「子どもから高齢者に至るまでの地域住民の交流

と親睦」、「健康・体力の維持増進」、「コミュニティー

の活性化」、｢生きがいづくり」であると言える。
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つぎに、本クラブの特色として、パンフレットの中

には以下の12項目が挙げられている。20）

１． 子どもから高齢者まで、だれでも会員になれま

す。

２． 町民ならどなたでも、また町以外の方でも会員

になれます。

３． いつからでも、会員になることができます（会

員の方はどの活動にもいくつでも自由に参加で

きます）

４． 試合の勝ち負けよりも、楽しみながら運動をし

たい方にむいています。

５． 主な活動は、定期的なサークル・スクール活動

と1日型のイベントです。

６． このクラブは会員同士が支えあって運営する自

主的・民主的な組織です。

７．好きなスポーツで、たっぷり汗が流せます。

８． スポーツ、サークル活動を通し仲間の輪が広が

ります。

９． 子ども達の健全育成も、ひとつの大きな目標と

してとらえています。

10． どの活動にも情熱と熱意で楽しく指導を優しく

一緒に汗を流します。

11．あなたの心に夢と希望がふくらみます。

12． 白州町を拠点として、地域に密着した活動をし

ていきます。

また、本クラブの特色の一つは、子ども達の健全

育成とともに、高齢者を意識したクラブづくりが進

められたことである。設立当時の白州町では、65歳以

上の高齢者の割合が31％を超えており、クラブマネー

ジャーの飯田氏は、クラブ名からスポーツを外した理

由を、「ふだん運動をしていないお年寄りたちは、“ス

ポーツをしましょう” というと、身構えたり、参加を

諦めてしまう。だからクラブ名から“スポーツ”とい

う文字を外したのです。」と述べている。21）

３．会員数と会費

平成19年1月1日現在の白州町の人口は4,274名であ

る。現在、高齢化率は30％を超えており、白州町は多

くの高齢者が在住する地域であるといえる。このよう

な状況もあり、ウォーターランド白州に所属する会員

の多くを高齢者が占めており、平成18年度時点では、

会員数700名の内560名が元気クラブに所属する高齢者

である。　

会員の種類と年会費は以下のとおりである。22）

１）個人会員（小・中学生・高齢者）  500円

　　　　　　 （高校生～一般）　　　1,000円

２）ファミリー会員（家族）　　　　2,000円

３）団体会員（6名以上）　　　　　 5,000円

平成23年1月時点で、8家族がファミリー会員として、

元気クラブおよびスポーツ少年団等の3つの団体が団

体会員として登録されている。本クラブの会員の特

色は、団体会員を設けていることであり、たとえばス

ポーツ少年団に所属する青少年や、元気クラブに所属

するおよそ400名の高齢者は、それぞれの団体が年会

費5,000円を納入すれば、クラブの活動に参加できる

システムとなっている。23）

４．クラブ運営

本クラブ規約の第13条で、以下の役員をおくことが

定められている。24）

１）会長　1名、２）副会長　若干名、３）クラブマネー

ジャー　1名、４）運営委員　14名、５）監事　2名、６）

会計（事務局長・局員）3名、７）監査員　2名、８）

書記　若干名、９）参与　若干名、10）顧問　若干名、

11）相談役　1名。

上記の役員の組織図は以下のとおりである。
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＜図-1＞　役員の組織図

 

会議としては、クラブの最高議決機関である年に1

回開催される定期総会と、必要に応じ召集される臨時

総会、さらにはクラブの実質的な事業運営を検討する

運営委員会が存在する。この運営委員会は、総務部会

（会議等の運営等）、事業部会（各種既存事業の企画及

び普及等）、広報部会（機関紙「美しいふる里はくしゅ

う」の編集等）、文化部会（健康増進法にもとづいた

生活習慣予防・生活指導等）、青少年部会（少年非行

防止ミニ総合対策の推進等）の4つの部会から構成さ

れ、これら部会の委員は、各集落会員代表、福祉・高

齢者代表、体協役員・指導者代表、スポーツ少年団代

表、学校・保育園代表、定年退職者、企業・スポーツ

文化OBなどから選出されている。25）実質的なクラブ

運営の母体であるこの運営委員会のメンバーが、この

ように幅広い職種や階層の中から組織されていること

は注目すべきことであるといえよう。

つぎにクラブの屋台骨を長年にわたり支えているの

が、クラブマネージャーの飯田氏である。飯田氏は、

白州町で生まれ育ち30年以上にわたり地元の体育指導

委員として活躍されている方で、本クラブの運営にお

いても、「一人で七役をこなしている」と言われるよ

うに、現場での全ての業務に関わっている。飯田氏に

対するインタビューでも26）、行政や学校をはじめとし

た関係団体との協力体制の構築や、クラブ運営におけ

る財源の確保、クラブ施設の管理など、少ない人材で

クラブを運営していくためには、一人で本当に多くの

仕事をこなさなくてはならない厳しい現状が語られ

た。また、社団法人全国体育指導委員連合の女性委員

長をはじめ、北杜警察署少年補導委員の会長や社団法

人日本体育協会のスポーツリーダーなど多岐にわたり

活躍されている方である。

５．プログラムと活動場所

高齢者を対象とした本クラブオリジナルの種目とし

て、｢健康リズム体操（演歌体操）｣、「のーびのーびカ

モンバレーボール」、「高齢者体力検定」の3種目があ

る。27）｢健康リズム体操｣ は、一種のエアロビクス体

操であるが、通常のようにポップスの音楽に合わせて

行うものではなく、演歌に合わせてスローテンポで行

う健康体操である。つぎに、「のーびのーびカモンバ

レーボール」とは、ボールが床に落ちても，何回つい

てもOKという“なんでもあり”のルールで行うバレー

ボールで、運動経験が少ない人でも十分に楽しめる種

目である。なぜ、｢カモンバレーボール｣ と呼ばれて

いるかについては、サーブをするときにサーバーはか

ならず、“いくぞ”と声を出し、相手チームも “カモン” 

と呼び合うことから、このように命名された。この種

目に参加した75歳のある女性は、足腰が弱いため椅子

に座ったまま参加し、その時の感想を、「ここで運動

すると“生きていて良かった”ことを実感する」と洩

らしている。この「のーびのーびカモンバレーボール」

は、現在、大会が開催されるまでに普及し、2010年の

1月26日には8チーム68人の高齢者の参加のもとで、白

州体育館アリーナで「ほくと長寿者のーびのーびカモ

ンバレーボール大会」が開催された。

これら3種目は冬季を中心に行うプログラムで、交
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通の便や高齢者の健康問題等を考慮し、いずれの種目

も、白州町内の14の集落の公民館や寄合所に体育指導

委員が出向き運動指導を行うものである。28）

また、クラブオリジナル種目として、サンドバレー

ボールとサンドサッカーも行われている。なぜ、サン

ド（砂）の上で行うかについては、ここ白州にはビー

チがないことや、白州町は日本でも有数のゴルフバン

カーの白い砂の生産地であることや、素足で行うため

足裏を刺激し偏平足の改善に効果があるという理由か

らである、といわれている。この両種目は、白州体育

館に隣接する2面のサンドバレーボールコートで行わ

れ、このコートでは毎年サンドバレーボール大会も開

催されている。

つぎに本クラブでは、近年になってスポーツ少年団

組織の中に、地元中学校のバレーボール部が廃部した

のに伴い、女子中学生を対象としたバレーボールクラ

ブが立ち上がり、週2回白州体育館において活動を行っ

ている。29）このような現象は、在学生が少ない地方の

中学校でよくみられることであり、学校のクラブ活動

を総合型地域スポーツクラブが担うという今日の状況

を如実に表している事象であるといえる。

上記のようなスポーツ・運動プログラムのほかに、

日本の伝統的文化である華道と茶道のプログラムも用

意されている。それは、子どもの冬休みの期間に親子

で体験するイベントであり、白州保育園内にあるクラ

ブハウスで行われている。30）

６．委託事業と企業等からの支援

本クラブでは、財政上、会費収入だけでは当然限界

があることから、多くの委託事業を請け負い、財源

確保に努めている。たとえば、文部科学省スポーツ少

年課の事業である「子どもの体力向上に関する調査・

研究」（平成17年４月～平成20年3月、対象：小学児童

246名）の委託を受け　その助成金年間100万円を、ま

た（財）健康体力づくり事業財団の「シニア体力アッ

プステーション事業｣（平成17年4月～平成18年3月末、

対象：シニア）の委託を受け、その補助金58万円を、（財）

伝統文化活性化国民協会の「伝統文化子ども教室（茶

道・華道）」の委託を受け、その補助金79万9千円を運

営費として確保してきている。また本クラブは、北杜

市からも委託事業費として148万円を、支部体育協会

からも補助金として5万円を受け取っている。その他

に、企業からは、各種イベント開催時に支援を受けて

おり、たとえば（株）サントリーホールディングから

は飲料水等、（株）アルソアからは化粧品等、（株）丸

政からは参加賞、八ヶ岳ロイヤルホテルからは温泉

券、熊本県果実農業協同組合連合会からは飲料水等の

援助を受けている。人材派遣上の支援としては、（株）

ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブと八ヶ岳グランド

フットボールクラブから指導者の派遣を受けている。31）

結びにかえて

本報告では、総合型地域スポーツクラブが初めて提

示された「スポーツ振興基本計画」の要旨や、震災地

である神戸市が復興事業の一環として策定した「神戸

アスリートタウン（健康・スポーツ都市こうべ）構想」

および神戸市における総合型地域スポーツクラブの普

及状況を、さらには山梨県中山間地白州町において子

どもから高齢者に至る地域住民を取り込み地域コミュ

ニティーの活性化に貢献している総合型地域スポーツ

クラブ「ウォーターランド白州」の概要や特徴を明ら

かにした。今後、山古志地区においても、総合型地域

スポーツクラブの設立に向けて検討を進める状況が生

まれるならば、上記の報告の中には参考になる点が

多々あるようにも思われる。本報告が、山古志地区の

より一層の発展と活性化に寄与することに期待すると

ころである。
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